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大
正
四
年
六
町
一
一
+
一
日
坊
主
稽
.
抑
制
駒
飽
ぽ
ハ
修
司
コ
阿
『
日
時
付
u

巷セ+ニ嘗言者一競

I
l
i
-
-
!
l
l
{劃
1

1
割
1
1

百
1
-
-
-
J
i
-
-

論

叢

辛子哩聖日-1'司~&f三三三芳日野宮

一
般
世
舎
串
の
概
念
・

経
潰
静
態
に
つ
い
て
・
・

目

的

税

論

・

・

・

保

険

さ

偶

然

抱
臨

-
丈
吊
博
士

苑

計
算
貨
幣
さ
交
換
貨
幣

経
漕
法
の
概
念

雄

枇

錦

岨

叩

希
臓
現
代
の
経
済
間
半

大
戦
中
の
仰
蘭
西
の
通
貨

フ
ォ
ン
・
ベ
ロ
ウ
教
授
を
憶
ふ

濁
越
都
市
の
財
政
統
計

文

明

昨

士

法

市

博

1

相
唱
川
同
市
博
士

判

例

串

士

相

情

mlr

怯

阿

世

士

相

向

感

士

師

向

車

士

-
融
済
問
申
博
士

米
国
庄
太
郎

保

馬

紳

戸

正

雄

小
島
昌
太
郎

高

田

イ局 面高

木弁

文孝

古住 ?台

山
口
正
太
郎

島

本

融

上
田
藤
十
郎

沙

見

Jl!) 
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目

的

税

論

紳

戸

正

ー雄

綿
一
一
時
(
本
論
。
目
的
)

第
一
段

問
的
相
主
質
(
ハ
げ
H
的
粧
の
意
義
仙
普
宮
且
解
川
特
昧
の
見
解
一
川
ヘ
ッ
げ
ル
山
見
解
一
同
セ
り
グ
マ
ン
の
凡
川
口
n
H

的
川
山
一
部
嵐
山
一
拭

と
す
る
見
解
川
詳
収
入
と
ナ
る
見
解
凶
目
的
枕
と
他
枇
能
人
と
の
副
別

A

刷北
T
Z
T
E別
止

型

住

-H官
韓

日

此

と
共
仙
の
曲
一
い
目
闘
係
ハ
山
従
車
税
特
に
消
費
税
就
中
出
抜
荷
抑
品
目
柑
と
の
剛
一
伸
一
川
地
方
松
と
白
川
剛
一
伸
一
川
和
時
枯
と
の
胤
一
肺
氏
此
と
仙
川
収
入
と
の
以

"11 
第
ニ
段
目
的
祉
の
長
姐
(
付
目
的
品
悼
の
蝿
所
川
財
政
統
一
叫
想
に
反
す
る
と
ふ
山
一
般
枕
白
牧
納
服
部
を
不
具
と
す
る
こ
と

ω使
治
目
的
と
謀
秘

需
品
裂
な
さ
掛
告
の
訓
由
う
け
の
す
も
の
あ
る
と
と
帥
目
的
秘
主

ι
E入

金

裂

と

心

霊

上

の

盟

主

〈

L
特
る
こ
と
い

繋
主
銅
山
の
可
酬
日
間
仕
る
に
過
し
判
る
こ
と

ω位
川
目
的
に
島
一
世
な
る

rけ
を
限
り
充
叫
し
作
る
こ
と
凶
枕
由
開
山
附
の
円
山
き
を
得
る
場
合
あ
る

ζ

と
叶
同
開
目
的
と
使
用
目
的
と
の
川
に
性
質
上
白
閥
係
あ
る
持
合
一
川
佐
川
目
的
と
諜
刊
荷
物
件
と
の
悶
に
附

MmeZ場
合
民
一
荷
山
収
入
に
対
す
る
川
崎

飛
白
蛇
叫
を
一
一
位
雌
正
な
ら
し
む
る
と
ム
」
)

結
前
(
条
文
白
弾
旨
)

緒

=-
日

租
税
の
目
的

Z
L
て
は
必
す

L
も
財
政
収
入
目
的
の
み
に
限
ら
す
、
業
外
仁
、
一
公
盆
目
的
も
並
存

L
得
る
ニ
と

論

議

本t

第
二
十
セ
を

第

就

ヨE

目

s{J 

論

E 

相s・4・"



第
二
十
七
番

五

音声

腕

五

議

目

的

枕

論

論

は
濠
ね
て
忍

2z同
調
す
る
所
で
ゐ
る
。
鼠
が
認
に
目
的
税
ご
い
ふ
詞
が
あ
っ
て
、
北
(
れ
が
恰
か
も
此
財
政
牧
入
以

外
の
特
別
の
目
的
た
る
一
公
盆
目
的
を
布
つ
所
の
枕
を
示
す
ゃ
う
一
に
見
ゆ
る
。
往
々
に
し
て
、
さ
う
い
ふ
風
に
誤
解

せ
ら
る
る
o

併
し
宵
は
、

3
う
で
は
な
く
て
、
特
定
な
る
縦
提
に
充
賞
す
る
枕
・
又
は
特
定
目
的
の
探
提
に
充
つ

る
稔
ご
い
ふ
-
-
Z
で
あ
る
o

共
れ
い
な
れ
ば
此
目
的
枕
ご
い
ふ
ニ
誌
は
、
租
枕
の
会
盛
目
的
ぜ
い
ふ
こ
ご
、
全
然
別

の
こ
ご
か
ご
い
ふ
正
、
左
縫
で
も
な
〈
T
、
此
ニ

ωも
の
に
は
或
交
渉
が
ゐ
る
o

共
蕗
に
興
味
も
あ
る
し
、

(J) 

み

な
ら
中
目
的
税
に
賂
来
、
我
邦
に
て
も
後
展
の
可
能
性
が
大
で
ゐ
h
、
並
(
に
利
弊
長
一
知
の
伴
ム
所
で
、
簡
単
に
取

扱
ひ
難
き
も
の
が
ゐ
る
か
ら
、
此
等
の
酔
却
を
解
説
f
る
の
も
無
意
義
な
ら
十
ご
信
、
ず
る
の
で
、
立
に
比
文
を
作
る

の
で
あ
る
。

第

量生

目
的
税
の
本
質

一
目
的
税
の
意
義

A
普
通

ω見
解
|
|
目
的
枕
は
一
に
特
別
税
ご
も
い
ふ

ωで
ゐ
h
・

般
経
費
に
充
嘗
す
る
税
で
あ
る
の
に
謝

L
、
特
別
税
又
は
目
的
税
は
、
一
定

ω経
費
仁
充
賞
せ
ら
晶
、
の
税
窪
ご
、

一
般
枕
に
謝
立
す
る
。
其
の
一
般
枕
が

随
っ
て
必
然
に
其
的
銭
的
特
別
曾
計
ご
し
て
特
別
に
勘
定
せ
ら
る
、
の
杭
註
ニ
)
に
ご
す
る
の
が
通
設
で
あ
る
。

骨
骨
の
最
著
し
い
質
例
は
、

之
を
英
国
の
地
方
税
た
る
救
貧
税
(
プ

1
7
v
1
ト
)
を
初
め
Z
し
て
、
諸
多
の

V
1
ト

以下。捌著、租陪研究第八巻 I

a '"'.... .. 
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に
見
る
(
位
三
)
O

が
其
外
仁
、
米
園
の
-
一
ユ

1
ジ
ア

1
v
!
の
地
方
税
仁
も
此
が
ゐ

h
S四
)
、
凋
逸
で
は
嘗
て
一

崎
、
娯
楽
税
が
救
食
品
質

ω潟
め
の
目
的
税
で
あ
っ
た
が
(
駐
豆
、
今
日
現
に
は
州
税
正
し
て
の
道
路
維
持
税
が
一
の

目
的
枕
で
あ
る
富
山
ハ
)
O

澗
瑞
仁
は
共
外
に
、
戟
費
の
刷
局
め
の
、
む
し
ろ
一
時
的
な
る
目
的
税
が
あ
っ
た
し
(
誌
と
、

我
邦
に
て
は
都
市
計
査
の
則
源
た
る
べ
き
土
地
増
倒
税
、
問
地
税
が
矢
依
り
目
的
税
ご
い
ふ
べ
き
も
の
に
外
な
色

凶
(
悦
λ
)
O

{
笹
-
)

此
貼
諸
多
の
串
者
一
致
す
。
例
之
、
ペ
ラ

7

L
ル
J
T

ス
は
、

一
般
枕
由
M

収
入
が
一
般
に
岡
提
出
充
且
に
使
は
る
与
の
に
、
目
的
積
は
其
田

役
立
つ
ヰ
き
特
設
な
る
目
的

ι結
付
け
、
わ
る
と
い
ひ
、
官
ル
グ
ト
は
、
目
的
批
と
は
共
肱
入
が
法
律
よ
・
一
定
目
指
定
さ
れ
た
る
目
的
自
鈷
伯
尚

使
川
に
疎
一
ん
せ
ら
る
L

枇
だ
と
品

L
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
日
的
枇
と
は
品
枚
入
が
一
-
一
ん
の
使
川
目
的
の
錦
め
に
拘
束
さ
る
ミ
稀
だ
と
お
し
・
ミ
ル

プ
ト
は
、
腕
義
自
目
的
枇
と
は
、
晴
ん

y
大
多
般
の
場
合
心
如
〈
、
一
般
に
、
法
律
ょ
の
拘
束
な
(
し
て
財
政
需
誕
の
克
足
白
錨
め
に
佐
川
す
る

と
と
に
定
め
ら
れ
た
る
枕
と
し

C
地
牧
き
れ
な
い
で
、
開
中
に
一
定
目
的
山
充
足
に
川
立
つ
べ
〈
定
め
ら
れ
る
枕
だ
と
川
崎
L
、
ケ
ツ
ベ
位
、
目
的
軸

と
は
、
比
牧
人

Mmに
一
定
。
梶
川
宮
内
充
足
に
川
主
つ
札
の
と
し
、

Z

1

4

ル
ヒ
は
、
目
的
枕
は
一
定
自
公
心
行
政
分
科
自
制
抗
心
充
足
に
腕
ナ

る
も
の
で
、
北
九
日
制
設
は
代
際
的
X
は
歴
史
的
自
開
山
か
ら
一
般
円
回
見
は
地
志
の
行
政
よ
り
分
別
せ
ら
れ
、
且
ワ
比
に
、
一
定
の
柏
、
又
は
肱

部
、
附
加
砧
が
指
定
せ
ら
る
と
錦
し
、
タ
フ
イ
シ
ウ
L

ヒ
タ
!
日
、
目
的
砲
と
位
、
一
定
内
目
的
合
括
的
に
徴
牧
せ
ら
れ
て
北
出
一
認
の
特
段
在

る
目
的
自
鵠
品
白
ー
粧
品
宜
由
宝
抽
は
る
ミ
所
の
特
別
な
る
金
昨
に
流
入
す
る
と
い
ひ
、
オ
メ
l
ラ
位
、
特
別
枕
と
は
、
任
意
に
選
ま
れ
た
る
特
別
白

勘
務
に
闘
す
る
乙
と
に
於
て
一
般
祉
企
興
る
も
白
だ
と
い

H
V

、
ρ

ン
2

1
は
、
其
牧
入
の
支
出
が
或
特
段
h
u

る
目
的
由
結
晶
に
き
る
ゐ
枕
が
特
別

枕
だ
と
い
ふ
。

(
位
二
)

前
山
註
一
、
五
}
イ
ル
ヒ
、
ク
ラ
イ
ン
ウ
エ
ヒ
タ
1
参
問
。
伯
ほ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
通
例
目
別
政
又
は
収
入
桔
(
フ
イ
ナ
ン
ツ
九
ト
イ

ユ
ル
}
の
枇
入
段
、
今
日
、
世
名
に
て
曇
奇
行
政
費
企
に
流
入
す
る
自
に
、
目
的
措
由
収
入
は
、
特
別
な
制
定
に
入
リ
、
分
別
し
て
制
定
さ
れ
た

歯

軍監

揖

第
二
十
十
一
審

茸5

2血

ヨZ

目

自由

諭

主

Bela Foldes， Fw. 2 Au.fl. S. 269' ~orght， Fw・.>Auft._J~-I. s. 3， 
Schmidt. Nicht自~kaÏisëile-Z';ecke aer Bestellerung. S. 20田 Mirbt.Gru.nd-
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I詣

議

第
三
十
七
寄

五
回

u< 

t虎

宜
凹

干官

論

日

的

t
て
は
な
ら
白
と
錨

L
、
シ
ェ
フ
レ
ー
も
、
近
頃
由
貿
際
財
政
に
て
、
収
支
の
金
庫
統
一
白
原
則
に
従
は
ず
し
て
‘
特
段
な
る
目
的
。
錫
め
に
、

3
 

a
 

特
段
た
る
柑
邸
ち
目
的
耽
を
課
す
る
乙
と
あ
り
と
い
ふ
て
居
る
。

英
闘
の
地
方
枇
は
目
的
税
目
適
例
と
し
て
諦
血
者
に
よ
り
事
げ
ら
る
λ

所
だ
が
、
共
中
心
的
自
も
白
は
プ

1
ア
レ
ー
ト
て
、
仙
の
多
〈
白

レ
ー
ト
が
此
と
向
原
則
r
h

て
課
せ
ら
る
h
o

一
耳
端
、
此
7
1
ア
レ
ー
ト
由
起
斑
は
一
六

O
一
年
だ
が
、
此
が
nM初
の
目
的
は
世
に
救
賀
行
政
に
て

(鮭

E
)

法
律
に
よ
り
招
か
れ
た
る
費
用
主
主
沸
す
る
に
止
ま
っ
た
o
然
る

ι此
最
初
旧
日
的
に
附
加
し
て
、
法
律
出
段
々
と
、
諸
多
の
北
九
外
の
日
出
川
町
謹

a
 

成
白
ぬ
め
に
も
侠
用
ず
る
こ
と
と
た
り
、
救
貧

o
b
D
J鎚
め
の
特
別
税
と
し
て
よ
り
は
、
む
し
ろ
一
般
的
白
地
方
財
源
正
と
な
る
に
至
っ
た
。

5
 

米
岡
て
も
、
特
に
昌
晶

l
ジ
ア

l
シ
1
州
に
英
凶
抗
白
凶
行
は
れ
て
居
る
。

(
陸
回
)

操
車
枕
J

目
、
初
め
に
は
救
食
費
支
出
。
錨
泊
。
純
姑
た
る
目
的
枇
で
あ
っ
た
が
、
間
も
な
〈
剖
る
慮
に
地
方
制
岨
白
一
般
的
財
政
情
彊
白

充
足
。
幼
品
川
り
牧
入
枕
と
見
倣
さ
れ
た
。
幹
魯
聞
に
て
は
、
一
八
七
一
年
、
救
抑
住
所
訟

m
施
行
越
川
に
土
り
て
、
公
叫
梨
松
山
徴
壮
量
、
救
貧

目
的
r
h

指
定
し
た
る
凡
べ
て
の
法
体
よ
由
規
定
を
臨

ιし
た
こ
と
に
て
、
此
事
情
の
能
化
に
順
臨
し
た
。

(
位
五

(
位
穴
}

弱
地
今
日
、
州
杭
と
し
て
、
車
知
山
道
路
佐
川
に
到
し
て
訴
す
る
道
路
維
持
枕
が
此
目
的
稀
で
あ
る
。

(
位
七
』

シ
a

ミ
ッ
ト
は
.
瑚
問
申
↑
九
一
九
年

ι、
割
問
山
由
充
足
的
目
的
配
相
応
し
た
る
戦
争
粧
を
鼎
げ
て
尉
り
、

Z
1
4
L
W

ヒ
削
、
一
九
}
一
一
一

年
四
硝
地
帝
岡
山
岡
防
分
抱
企

E
事
げ
、
共
は
明
弘
子
に
一
同
的
自
附
掃
車
費
支
排
白
瓜
め
の
一
回
的
の
枕
て
あ
っ
切
。
民
ち
に
帝
国
非
常
備
位

凪

も
.
官
初
。
瑚
組
よ
り
す
れ
ば
、
共
牧
入
が
帝
闘
債
白
減
山
ザ
白
幼
め
に
伎
は
る
、
だ
け
に
て
は
日
的
世
て
あ
っ
た
。

一 一 一 一 十 一 一 一 一 山 一 一

貨
は
血
は
融
定
白
計
査
に
止
ま
り
、
ま
だ
之
が
鵠
品
。
勅
A
V
が
山
車
ず
、
其
位
に
な
っ
て
居
る
。
叫
ほ
前
沼
田
外
、
兵
役
稀
(
闘
防
枕
)
、

住
宅
建
築
柏
、
官
貨
防
稀
な
ど
が
問
題
、
，
と
な
り
符
る
。

(
睦
八
)

B
特
殊
の
見
解
ー
ー

い
へ
ヅ
ゲ
U
F

の
見
解
|
|
へ
グ
ゲ
U
F

は
、
目
的
税
の
意
義
に
つ
い
て
普
通
話
よ
り
も
狭
〈
解
す
る
o
彼
に
依

finance. p. I8{. 
Schmidt.~ a. a. O. S. 2f. Schaffle， Steuern. A. T. S. 34 
F叩， The local taxes of the: United Kl!1gd~l!.!' E' 2. _6. ~~raham， ，!，axa山 m
loc汎1and imperial目 p.10， Wa疋ner，F，:v. III. S. 348. l3iermer， Neue Ste 
llerrefonnen to" Staaf 11I1d GemeIndc. S. 39-Seligman. Ess孔.ysin taxation. 
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る
己
比
目
的
税
は
一
定
の
経
費
目
的
の
潟
め
の
課
徴
物
で
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
併
し
其
が
反
射
給
付
又
は
報
償
の

原
則
に
従
ム
て
、
之
に
よ
り
て
維
持
せ
ら
る
、
施
設
を
使
用
す
る
人
々
か
ら
し
て
徴
吹
さ
れ
な
い
で
、

之
を
利
用

し
な
い
人
々
か
ら
徴
股
せ
ら
る
、
も
の
ご
錯
す
。
そ
し
て
其
が
通
例
、
救
貧
慈
善
及
数
育
の
斜
め
に
す
る
も
の
に

現
は
れ
、
直
接
消
費
税
及
脊
修
枕
に
よ
り
て
行
は
る
ご
い
ふ
の
で
あ
る
(
誌
九
)
。
此
見
解
は
併
し
狭
き
に
失
す
る
。

目
的
税
を
以

τ之
が
閥
係
施
設
を
利
用
す
る
者
よ
り
徴
放
せ
守
し
て
、
然
ら
押
さ
る
人
よ
b
徴
牧
す
る
も
の
ご
す
る

に
は
及
ば
ぬ
o
共
は
一
定
経
費
に
充
つ
る
も
の
で
ゐ
れ
ば
足
る
の
で
あ
り
、
之
が
施
設
を
利
用
す
る
人
よ
わ
取
る

Z
否
ご
を
問
は
な
い
。
之
を
利
用
す
る
人
か
ら
取
っ
て
も
良
い
。
之
を
利
用
す
る
人
か
ら
取
る
も
の
を
除
外
す
る

理
由
は
な
い
o

之
を
除
外
す
る
ご
き
に
は
、
者
修
税
に
て
救
貧
撲
を
充
た
す
が
如
き
も
の
に
は
蛍
て
依
る
け
れ
い
ζ

も
、
車
税
で
借
地
路
修
築
費
じ
充
て
た

h
、
土
地
晴
樹
枕
で
都
市
計
賞
授
を
山

L
花
、
り
す
る
場
合
を
包
容
し
得
泊
こ

己
、
な
る
の
不
都
合
を
生
千
品
。
尤
も
彼
M
Y

報
償
原
則
に
依
ら
な
い
こ
z
t
f
指
摘
す
る
の
は
正
し
い
v
o

税
F
あ
る

以
上
は
報
償
原
則
仁
依
色
十

L
て
能
力
原
則
に
依
る
-
』
ご
は
巳
む
を
得
な
い
。
但
L
又
、
報
償
原
則
じ
依
ι
A
y
t

い
ふ
こ
ど
を
依
り
に
厳
格
に
適
用
し
て
は
、
特
に
地
方
税
で
は
不
都
合
を
来
た
す
。
其
は
唯
主
た
る
原
則
が
報
償

原
則
で
な
〈
し
て
、
能
力
原
則
で
ゐ
る
ご
い
ふ
こ
芭
に
止
め
な
く
て
は
な
ら
れ
H

も
の
で
あ
h
、
随
ふ
て
は
叉
、
報

償
原
則
に
依
ら
ぬ
こ
ご
を
殊
真
、
定
義
の
中
で
調
ふ
に
は
嘗
ら
ぬ
し
、
又
む
し
ろ
植
は
院
が
良
い
。
之
が
費
用
目

的
を
、
救
貧
慈
善
数
育
に
限
っ
た
の
も
狭
量
に
失
L
、
税
目
を
直
接
消
費
税
脊
修
税
仁
指
定
す
る
の
も
努
し
〈
狭

諭

叢

第
二
十
七
巻

五
五

五
五

第

都

積

自甘

論

目

IO ed. p. 416. 438: Eheberg. a. a. O. S 
fIun1er，-1. _c. p. 76. 
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前

議

世

第
二
十
七
巻

第
二
親

宜
穴

自官

論

五
六

目

き
に
渇
「
る
。
特
に
其
等
の
指
定
さ
れ
た
税
が
目
的
税
た
る
よ

h
は
む
し
ろ
一
般
税

Z
L
て
一
般
経
費
に
充
賞
3

晶
、
こ
ご
の
多
い
ご
い
ふ
に
於
て
・
倫
一
見
に
之
を
指
定
せ
肉
が
良
い
。

ヘ
ツ
ケ
ル
は
立
に
ヲ
き
下
の
で
つ
に
詑
い
て
居
る
。
回
〈
、
立
に
よ
り
て
支
帥
ぜ
ら
る
主
総
費
は
担
例
、
救
賞
及
世
相
苔
の
同
政
た
る
賀
行

又
は
血
中
校
制
度
白
特
段
な
る
事
情
に
附
師
す
る
。
北
際
、
貧
民
及
下
回
申
階
離
の
批
曹
的
師
祉
な
特
段
な
る
地
捗
が
考
轟
に
事
る
。
旺
ら
に
は
、
会

衛
生
白
世
話
、
結
核
、
栴
蔀
及
立
他
の
危
険
な
る
醐
属
病
の
防
止
制
度
、
酷
町
者
庇
護
所
、
小
仇
預
町
、
闘
民
時
議
叫
聞
の
維
持
な
ど
も
が
考
察
に

{肱九来
る
。
凪
a

校
制
度
て
は
、
特
に
専
門
瓦
職
業
柿
修
教
育
の
制
助
出
考
へ
ら
れ
、
併
し
中
下
上
担
白
祖
例
の
串
校
は
陣
井
せ
ら
れ
る
。
目
的
耽

O
M附

式
は
直
接
消
費
枕
及
一
官
修
世
に
最
近
〈
に
高
明
、
開
有
枯
よ
り
し
て
は
噛
官
共
特
別
の
怯
周
目
的
に
よ
り
て
白
み
匝
別
せ
ら
る
L

。
北
例
と

L
て

は
倶
蝶
部
積
、
玉
突
遵
枕
、
容
体
川
内
自
陣
車
R
A
自
動
車
内
槍
(
替
業
及
職
業
円
崎
白
も
の
を
陣
(
)
(
伽
ほ
此
が
山
世
帯
向
。
一
車
及
品
。
祉
に
よ
切

で
補
完
せ
ら
る
ミ
ζ

と
あ
る
べ

L
)
、
劇
場
及
幌
梨
枇
、
居
酒
屋
の
特
別
枕
、
及
共
仙
の
特
別
管
業
輯
を
出
事
「
べ
き
だ
と
。

)
 

以いセ

y
グ
マ
ン
の
見
解
|
|
セ
9
グ
マ

y
は
へ
り
ノ
グ
寸
己
m
似
て
は
居
る
が
、
多
少
回
調
っ
た
見
解
を
採
っ
て
居

る
。
そ
し
て
彼
は
目
的
税
帥
も
特
別
税
を
以
て
、
政
府
内
匁
す
べ
き
或
特
別
な
る
施
設
の
述
成
川
町
斜
め
に
、
且
つ

人
民
の
一
定
範
閏
の
者
に
課
す
る
も
り
ご
し
て
居
る
(
註
一

2
0
併

t
彼
の
定
義
の
前
竿
は
良
い
ご
し

τ、
後
竿
は

入
ら
ぬ
ニ
子
乞
い
ふ

τ、
却
っ
て
説
解
に
導
〈
的
恐
ゐ

h
z
の
誹
を
見
れ
な
い
。
結
局
、
税
で
ゐ
る
以
上
は
、
何

等
hr
共
々
に
課
税
物
件
が
定
ま
h
、
其
を
有
つ
所
の
又
は
其
に
関
係
ゐ
る
所
の
一
定
範
囲

ω人
を
納
税
義
務
者
ご

し
て
、
此
に
課
す
る
こ
Z
に
は
な
る
。
其
れ
に
り
の
こ
ご
を
示
す
積
り
な
ら
ば
、

正
し
い
が
共
に
ご
別
に
特
に
い

ふ
を
待
た
ぬ
こ

Z
で
あ
る
。
併
し
其
を
越
へ
て
別
の
意
義
を
持
た
せ
る
こ
ご
に
な
る
ご
、
或
は
何
か
茸
(
牧
入
に

τ
Friedberg， AlIgemeine Abgabenlehre. 2 Aufl. 5目 Z4目
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支
耕
せ
ら
品
、
特
別
経
投
ご
で
も
特
別
閥
係
ゐ
b
、
其
か
ら
特
別
利
益
を
受
〈
る
特
別
の
人
的
塊
炉
ち
で
も
取
る

も
の
、
ゃ
う
じ
取
ら
る
、
w

」
一
己
じ
な
る
。

古
う
な
っ
て
は
い
り
な
い
勺
。

?
?
い
ふ
場
合
も
ゐ
'
り
得
る
で
は
め
ら
う

ーヲ 一一仏山号 一 ~一一一一---，，-."--

が
、
古
う
で
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
o
t
(
を
合
み
得
旧
制
こ
記
に
な
っ
て
は
不
都
合
で
あ
る
ご
し
な
り
れ
ば
な
ら

6ユ。

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
之
に
闘
聯
し
て
、
枇
胃
袋
祉
、
下
水
枕
、
救
貧
壮
一
十
動
健
一
世
は
凡
ペ
て
特
別
な
る
目
的
の
泊
め
に
、
且
つ
此
に
従
ふ
納

税
義
務
者
山
一
け
ん
の
階
級
(
ク
ラ
ス
)
の
者
の
上
に
謀
せ
ら
る
と
い
ふ
て
肘
る
。

(
陸
一
口
)

二
目
的
税
の
部
瓜

叫
税
ご
す
る
の
見
解
|
|
普
通
の
見
解
で
は
、
之
を
以
て
一
の
税
吉
見
品
。
此
目
的
税
は
之
を
租
枕
の
一
般

ω

定
義
に
照
L
て
、
税
に
入
れ
得
心
古
理
由
を
欽
〈

O

此
が
牧
入
が
特
定
経
費
に
充
嘗
せ
ら
る
、
ご
し
て
も
一
般
緩

盛
に
充
嘗
せ
ら
る
、
の
己
荷
し
〈
、
財
政
牧
入
目
的
に
隠
中
る
こ
芭
に
は
な
る
o

別
に
其
知
か
ら
し
て
租
税
定
義

に
阪
ま
ら
ぬ
古
い
ム
一
』
ご
は
な
い
。
目
的
税
は
叉
少
〈
ご
も
主
正
し
て
は
格
カ
原
則
に
依
り
て
取
ら
れ
て
・
報
償

原
則
に
依
る
も
の
で
な
い
。
多
少
之
を
も
考
慮
し
て
も
‘
之
を
主
ご
す
る
も
の
で
は
な
〈
、
況
や
之

ωみ
に
依
る

も
の
で
な

γ
(
引
二
}
O

之
が
使
則
目
的
犯
る
施
設
に
よ
b
て
其
納
税
義
務
者
が
偶
々
利
益
を
得
花
子
し
て
も
・
其

は
其
が
生
す
る
会
抽
出
利
盆
の
不
可
分
な
る
一
部
ご
し
て
受
〈
る
も
り
で
あ
り
(
註
一

)
、
立
(
れ
さ
へ
も
不
明
隙
な
る

-」
Z
が
少
し
ご
廿
ぬ
。

臆

叢

節
ニ
十
七
巻

五
七

第

韓

五
t 

程

腕

目

d甘
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第
二
十
位
容

五
il. 

第

鵠

五
F、

稔

論

議

面指

目

白包

シ
Z

7

レ
ー
は
、
目
的
税
は
給
付
能
力
に
依
る
所
由
普
通
白
枯
と
し
て
現
は
る
と
同

L
、
五

1
4
ル
ヒ
も
、
此
凸
如
き
課
徴
物
は
、
特

段
な
る
目
的
に
併
せ
ら
る
与
に
拘
ら

f
設
で
あ
る
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
共
問
分
出
租
枇
に
組
側
な
る
標
準
(
所
得
、
牧
控
等
)
に
よ
リ
て
各
個
人
白
上

に
行
は
る
誌
か
ら
と
い
ひ
、
セ
リ
グ
マ
ン
は
、
特
別
肱

n民
自
抽
だ
。
此
が
公
共
の
目
的
の
泊
め
に
諌
せ
ら
れ
、
納
棺
者
山
抽
力
又
は
方
便
と
幸

へ
ら
る
L

も
の
ミ
上
に
課
せ
ら
る
h
o

其
盛
に
筒
人
と
し
て
山
伎
に
件
、
b
る
込
特
段
な
利
信
は
な
い
。
判
別
税
は
龍
カ
由
一
般
に
臨
め

ιれ
た
る

標
準
に
よ
り
識
せ
ら
れ
て
、
一
山
積
で
あ
る
a

何
と
な
札
ぱ
仰
す
、
判
植
す
る
同
問
。
特
段
な
る
匝
域
が
別
々
の
階
批
正
佳
A
R

鴻
誌
と
も
、
持
階
融

自
箇
人
に
到
す
る
制
症
は
一
般
的
自
も
白
で
あ
っ
て
、
特
別
な
る
又
は
排
他
的
な
る
又
は
筒
人
的
自
利
盆
て
は
な
い
止
い
ふ
。

(
駐
一
ニ
)
セ
り
グ
マ
ン
位
、
議
務
省
が
偶
然
に
利
益
を
長
〈
る
乙
と
は
あ

mと
L
て
も
、
共
は
階
融
自
他
民
も
白
岬
一
〈
る
井
却
の
制
益
よ
り
も
別

異
な
る
特
別
の
測
定
す
べ
き
、
筒
人
的
利
益
で
は
な
い
。
此
が
申
に
共
通
刑
盆
に
於
け
る
披
の
分
則
的
偶
鶴
自
鮎
m
却
に
外

t
b
ぬ
と
い
ひ
、

2
1

(
陸
=
)

一一一一一一一一一一一

ベ
ル
ヒ
も
、
此
白
如
き
課
徴
物
は
特
段
な
る
同
的
に
併
せ
ら
る
誌
に
拘
ら
ず
枕
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
此
が
僻
令
出
品
さ
れ
た
り
と
位
い
へ
、
集

合
的
佳
務
0
・
支
排
に
役
立
つ
か
ら
と
い
ひ
、
シ
ェ
フ
レ
ー
も
、
目
的
酷
は
一
定
位
、
車

ι公
盈
的
自
問
家

A
地
方
北
川
山
錦
的
目
砧
と

L
て
現
は

る
と
い
ふ
。

町
税
外
枚
入
ご
す
る
の
見
解
|
|
殊
特
の
見
解
を
脅
し
〈
へ
ツ
ゲ
穴
炉
懐
い
て
居
る
。
彼
は
之
全
一
の
行
政
枚

入
ご
錯
し
、
租
枕
Z
分
世
間
金
ご
の
限
界
に
立
つ
特
殊
の
歳
入
ご
し

τ居
る
五
三
)
O

併
し
諸
に
分
借
金
ご
い
ム
の

は
英
語
の
特
別
課
徴
に
常
る
も
の
で
あ
る
。
共
は
報
償
原
則
に
依
る
も
の
で
ゐ
る
の
に
、
目
的
税
が
之
に
依
ら
す

~一 一一__，_.~n一一一ー一一ート

ご
い
ふ
こ
ご
を
腕
に
へ
ヅ
ケ
戸
自
ら
も
認
め
て
居
る
所
村
い
ご
す
る
吉
、
此
が
何
故
に
枕
で
は
な
〈

τ、
殺
さ
砂
携

金
正
の
限
界
に
立
つ
も
の
ご
し
な
く
て
な
ら
ぬ
か
、
了
解
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
註
=
-
一
)

へ
ザ
ケ
ル
位
、
目
的
枕
は
一
方
に
は
、
質
質
的
比
財
政
技
網
よ

K
は
、
一
般
に
者
格
的
消
投
に
柑
付
〈
所
の
租
枇
で
あ
っ
て
、
併
し
仙

Scha団 e，a. a. O. S. 28. Eheberg. a. a目 O.S. J79・Seligman，1. c. p. 
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ぃ方
.s，に
。")は、

使
用
と
其
佐〉

擁

護
術
上
吃〉

地
位
と
に
よ
リ

分
摺
金
と
な
る
o
比
に
よ
リ
で
此
目
的
枕
が
二
の
も
白
、
限
界
に
在
る
こ
と
と
な
る
と

ヨ
目
的
枕
Z
他
税
他
収
入
ご
の
匝
別
及
関
係

山
川
此
己
目
封
盆
税
(
叉
は
非
牧
入
品
帆
又
は
非
財
政
秘
)
ピ
の
匝
別
及
関
係

川
川
其
市
岡
別
特
徴
|
|
公
益
税
(
満
身
税
、

目
的
枕
(
特
別
枕
)
、

子
無
枝
、

保
護
関
税

ω
や
う
な
)
ピ
枚
入
税
(
叉
は
財
政
税
)
芭
の
劉

立
は
賦
課
徴
牧
共
も
の
に
附
帯
し
て
或
結
果
を
生
す
る
其
の
結
旧
端
的
目
的
仁
闘
す
る
り
に
、

一
般
税
(
闘
有
税
)
の
劃
立
は
得
ら
る
べ
き
方
便
の
使
川
(
又
は
使
途
)
目
的
仁
関
す
る
。
雨
者
Z
も
に
税
の
目
的
に

は
闘
す
る
。

税
に
よ
り
得
ら
る
べ
き
牧
入
を
何
に
使
ふ
か
ご
い
ふ
-
】
ご
も
亦
、

賦
課
徴
牧
の
際
に
院
に
定
ま
り
た

る
、
山
内
へ
ら
れ
た
る
枕

ω目
的
り
一
部
で
は
あ
る
。
が
税
の
目
的
は
二
週
り
で
ゐ
っ
て
、

一
は
課
徴
其
も
め
じ
よ

h
J
τ

或
結
巣
を
生
じ
ゃ
う
ご
い
ふ
目
的
で
、
立
(
は
牧
入
を
奉
げ
ゃ
う
己
か
、
或
弊
害
又
は
困
難
を
除
去
し
ゃ
う
ご

か
い
ふ
の
で
あ
る
o
他
は
得
ら
れ
た
る
牧
入
方
似
の
使
途
に
於
け
る
目
的
で
あ
り
、
目
的
枕
己
↓
公
盆
枕
己
は
着
服

す
る
目
的
が
異
る
の
で
あ
る
。
目
的
税

r
z牧
入
の
使
途
に
着
服
す
る
か
ら
、
牧
入
の
あ
る
-
』
ご
が
前
提

Z
な

り
、
要
件
己
も
な
る
の
に
(
詰
一
凹
)
、
R

古
谷
税
で
は
枚
入
は
要
件
で
な
〈
、
唯
だ
或
弊
害
除
去
の
目
的
苫
へ
存
し
、

叉
は
業
が
達
し
得
ら
る
れ
ば
足
る
の
で
あ
る
。

(
控
-
圃
)

合言ヲ

ル

クー

ト

'1 、
EI 
I~{J 
ll!: 

股
抵。
匝
>>IJ 
tま
平浩
監先、
入、
ι〉

目
的
守旨
定
に
依
る
白

匝
>>IJ 
~ 
'1' 
るI?，。

論

議

自屯

曲

自

第
二
十
七
巻

五
;iL 

第

就

五
1， 

目
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前
九
英
関
係
漣
絡
|
|
目
的
税
は
右
じ
も
い
ふ
通
、
り
、

ふ
こ
ご
を
侠
併
ご
す
る
。
放
に
此
紡
か
ら
す
る
ご
.
牧
入
税
は
目
的
松
ご
な

b
得
る
け
れ
ど
も
、
目
白
盆
枕
で
は
共

に
枚
入
の
会
〈
生
じ
な
い
に
け
で
は
目
的
税
ご
な
h
得
泊
ご
い
ふ
一
て
己
仁
な
る
。
り
れ
H

と
も
会
盆
枕
に
牧
入
の
全

設

枕

論

第
二
十
七
巻

自司

，、
O 

第

鶴

占，、
O 

目

一
定
使
途
合
有
っ
た
税
村
い
か
ち
し
て
、

税
に
牧
λ
の
件

〈
生
じ
な
い
古
い
ふ
こ
さ
は
栃
稀
な
場
合
で
あ
っ
て
、
業
に
て
は
牧
入
が
重
き
を
成
苫
ぬ
ご
い
ふ
ピ
け
で
あ
hJ
、

• 

其
じ
て
も
牧
入

ω
生
子
る
こ
ご
は
ゐ
る
べ
く
、

ま
た
相
営
に
大
な
牧
入
も
が
生
じ
得
る
o
其
れ
た
り
で
は
会
盆
税

も
亦
、
目
的
税
ご
な
り
得
る
ば
か

h
で
な
〈
、
公
盆
税
に
て
は
共
生
す
る
こ
ど
め
る
べ
告
投
入
的
大
ち
が
穣
定
す

る
を
難
し
草
す
る
も
の
が
ゐ
b
、
t(貼
か
ら
し
て
は
之
を
普
通
の
歳
入
ご
し
、

一
般
枕
正
す
る
の
を
不
通
常
た
ら

し
む
る
も
の
が
あ
h
、
む
し
ろ
屈
伸
の
依
地
の
大
な
る
特
定
使
途
に
充
つ
ぺ
き
特
別
枕
又
は
目
的
税
ご
す
る
の
を

ー，-，-一命一一ー"一一ー-一一ー一一 吋~~!r-

還
ま
し
な
る
こ
言
、
な
る
(
註
一
五
)
O

特
に
日
常
盆
枕
に
於
り
る
課
徴
目
的
正
、
目
的
税
に
於
り
る
使
途
目
的
ご
に
同

一
位
又
は
概
念
上
凶
漣
絡
ゐ
る
ご
吉
に
は
、

一
府
此
ニ
の
も
の
を
一
致
せ
し
む
る
の
を
得
策
芭
す
る
こ
吉
、
な

る
o

例
之
、
中
等
階
級
た
る
小
貨
商
人
保
穫
の
斜
め
に
取
っ
た
百
貨
応
殺
の
牧
入
に
て
衰
へ
行
〈
又
は
困
窮
す
る

所
の
小
一
民
商
人
の
保
護
を
行
ふ
が
如
き
(
註
二
川
)
、
高
級
住
宅

ω建
築
に
謀

L
た
る
枕
般
入
を
以
て
小
住
宅
建
築
助

成
臨
買
を
支
排
す
る
が
如
き
(
註
一
七
)
、
徐
裕
め
る
娘
柴
4
4
よ
h
J
取
っ
た
娯
楽
税
牧
入
に
て
、
生
活
に
遣
は
れ
て
居
る

貧
困
者
救
助
費
を
支
排
寸
る
が
如
き
(
註
一
三
、

で
ゐ
る
。
そ
し
て
斯
の
如
〈
に
目
的
枕
E
R官
盆
税
正
一
致
す
る

vh

け
に
て
は
、
形
式
的
の
み
で
な
〈
(
証
一
九
)
質
質
的
に
も
此
ニ
殺
が
混
同
古
る
、
こ
ご
に
な
る
喜
一
一
η
)
O

'5.，.~ t" 



垂

五
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
,
装

入
稔
(公
篤

)
よ
｡
し
て
の
収
入
宗

-

聖

に
晋

て
安
若

紫
し
､
甲

芸

希
写

れ
ざ
る
元
誓

言

｡
砲
ふ
て
又
此
が
芸

の
笑

1
rD
除
か
れ
る
u
比
が
滴
例
は
-

西
富

慧

慧

と
い
ふ
て
屑
rOI.

垂

六
)

監
言

語

O
･2
年

プ
-

ン
三

ブ
イ
ヒ
の
宗

鑑

笑

は
小
p-
翌

手
工
慧

助
成

の
碧

に
供
用
す
べ
き
も
の
と
せ
ら

･a+_/
I

(

聖

七
:

九
二
右

蒜

泡
の
笠

墓

賢

昔

的
と
し
て
､
住
宅
-

脊
蒜

め
の
佳
蓮

築

完

め
芸

金
-

警

a
k).と
三

つ

;)
た
｡

(
妊

【

<

)

前
出
社
五
重
阿
Q

(聖

九
)

シ
言

ソ
ト
は
,
品

誓

い
ふ
嗣
笈

-
誉

れ
た
撃

は
な
か
っ
た
｡
仰

ぜ
-

れ
ば
此
が
二
芸

-
,J･･LT
た
諾

.
望

実

TI

の
は
紐
上
告

的
制
賢

,
護

の
非
肘
政
的

1-
°
的
梢
･告

晶

同
す
晶

機
を
輿
ふ
泉

ら
と
い
ふ
｡

(竺

0
)

欝

竺

蒜

是

写

P.
8
倍
が
あ
る
｡
-

り

一
は
か
針
肘
で
-

｡
比
は
品

管

は
な
る
が
､
併
し
釜

竿

は
な
い
C
之

に
ょ
｡
誌

著
晶

響

る
も
の
で
は
な
い
.
宇

E8
.1
一
品

力
-

ミ

て
警

も
の
に
-

ぬ
｡
但
昆

し
猿

人
三

･:H

仙
浩

向

け
る
こ
と
は
あ
rO
｡
望

て
日
的
管

は
な
る
O
例
之
､

l
九
〇
二
年
竺

九
〇
歪

の
純
等

岬
箸

に
抱
警

告

主

監

は
､
濃

入

か
ら
し
て
艇
兵
の
恩
給
を
真
綿
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
.

品

は
活
剃
岩

警

あ
る
｡
比
は
公
悪

と
な
且

つ
目

的

柁
と
も
な
品

る

1
讐

あ
る
0
揃
慧

劇
諾

雷

二

二

TT年
指

図
晋

に

山
蒜

望

荒

し
た
｡
非
に
依
r

o
と
､
酌
脚
室

の
器

に
急
警

芸

す
る
の
を
盟

す
晶

め
に
'･
之
に
守

る
誓

翌

手
管

撮

る
べ
L
と
!3
'
)･
郎
圭

が
碧

に
碑
に
計
可
と
諾

･J
墨

求
し
,
葦

に
も
之
が
狂

人
を
･
困
苧

晶

蒜

論

功

蒜

淡
に
位
川
せ

軒

ん
こ
と
を
la
t諭
し
た
｡

B
此

ビ
其

他

の

耽

A,,
の
関
係

い
徒
革
靴
特
に
泊
重
税
･
就
中
･
直
接
渦
腰
枕
,,J
S
関
係

･-
何
れ
の
枕
を
探
っ
て
も
目
的
税
与

る
二
ご

清

栄

目

的

税

除

雪
十
七
番

六
1

竺

舵

六
一
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議

粧

論

自品

論

第
二
十
七
巻

第

鵠

ヌミ

日

は
出
来
る
が
、
併
し
質
際
.
叢
帳
税
的
な
も
の
は
矢
張
h
北
の
如
き
も
の
ご

L
て
あ
ま
り
選
ま
れ
や
'
、
従
卒
税
、

特
に
消
投
税
、
特
に
直
接
消
費
税
が
多
く
還
ま
る
る
。
主
(
は
肇
恨
税
ご
い
ふ
主
要
税
牧
入
は
性
質
上
一
一
般
経
投
仁

光
賞
す
る
の
が
歪
宮
で
ゐ
っ
て
、
特
別
の
使
途
に
充
つ
る
さ
し
て
は
、
従
率
・
税
、
而
か
も
禁
中
で
も
松
宮
重
さ
を

持
つ
も
の
の
中
か
ら
漣
む
の
が
至
嘗
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
宗
一
二
)
。

此
酷
に
於
て
、
英
国
の
レ
?
ト
は
例
外
て
あ
明
、
又
む
し
ろ
共
は
誼
前
た
制
度
で
は
な
い
。

(
鮭
ニ
-
)

ろ
地
方
税
ご
の
関
係
|
|
目
的
殺
は
図
税
に
も
行
は
れ
得
る
が
、
射
に
地
方
税
に
俄
計
行
は
る
品
。
裳
れ
ぜ

い
ふ
の
も
地
方
に
ゐ
り
て
は
闘

ω場
合
よ
・
り
も
経
費
の
、
人
民
の
利
盆
に
及
ぽ
す
影
響
が
一
一
精
密
接
明
瞭
で
あ

h

リ
、
共
拙
か
ら
特
定
の
経
費
の
財
源
を
特
定
す
る
こ
ご
が
得
易
い
か
ら
で
あ
る
、

は
欝
時
税
E
の
関
係
|
|
今
日
の
時
世
で
は
、
悶
U
A
地
方
を
閑
は
守
一
般
税
が
通
例
で
あ
っ
て
(
副
ニ
ご
)
‘
目

的
税
は
例
外
た
る
べ
き
も
の
ご
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
歴
史
上
か
ら
見
る
ピ
、
最
古
い
1

蕗
で
は
、
却
っ
て
税
は
凡

ぺ
て
目
的
税
で
も
あ
り
に
の
で
あ
ち
、
税
は
目
的
税
か
ら
初
ま
っ
た
の
ど
ご
い
へ
る
(
註
ニ
一
一
一
)
O

(EE--一

}

英
閣
の
地
方
祉
は
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
向
。

(管=・一)

z
l
ベ
ル
ヒ
位
、
凡
べ
て
の
秘
目
、
制
め
に
は
、
多
少
日
前
殺
で
あ
っ
た
。
此
Jm
唯、

時

一
定
口
的
(
職
事
溢
針
等
)
の
鴻
め
に
謀

せ
ら
れ
た
る
だ
け
に
て
品
り
て
あ
っ
た
と
い
び
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
租
股
が
希
望
さ
れ
た
目
的
上
リ
も
仙
の
も
の
に
使
は
る
L

か
も
知
れ

P
と
い

ふ
心
阻
が
租
軸
且
同
家
の
歴
史
的
瑳
謹
に
於
て
晴
要
な
役
目
を
働
い
た
。
納
枇
者
に
封
し
知
名
の
且
つ
使
用
目
的
を
定
め
ざ
る
弾
求
と
し
て
封
立

し
た
財
政
需
要

E
有
ワ
幽
家
自
存
立
し
な
か
ワ
た
時
代
が
あ
っ
た
ο
近
代
白
財
政
制
民
山
賓
龍
に
於
て
、
最
相
自
殺
は
共
略
式
止
り
す
れ
ば
其
は

Meyer; a. a. O. S. 44-45 23) 
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〉

恰
か
も
目
的
韓
.
て
あ
る

k
v
ふ
て
封
る
。

目
的
税
は
多
少
、

特
別
課
徴
ピ
似

〔日此
E
他
牧
入
古
の
匝
別
|
l
t
L
て
特
別
課
徴
ご
の
葉
を
謎
む
を
符
る
o

h

ル
所
が
ゐ
る
。

併
し
集
配
分
原
則
に
於
て
二
者
相
異

一
定
の
経
費
に
充
賞
す
る
£
い
ふ
駄
に
於
て
然
、
り
で
あ
る
o

の
で
あ

る
O

特
別
課
徴
は
金
〈
報
償
原
則
に
依
る
の
に
、

目
的
枕
は
少
(
古
も
主
ご
し
て
は
能
力
原
則
に
依
る

る
(
泣
二
四
)
。
尤
も
此
に
つ
き
或
由
阻
ま
で
報
償
原
則
を
考
慮
す
る
こ
ご
は
め
り
得
る
し
、
叉
目
位
盆
逆
比
原
則
古
い
ふ

も
の
を
趨
用
す
る
・
』

E
の
あ
h
符
る
こ
苫
を
無
組
問
す
る
の
で
は
な
い
。

(
匙
ニ
回
)

セ

P
F
Y
ン
は
、
特
別
粒
に
は
、
筒
入
と
し
て
彼
に
持
ら
る
ミ
肺
段
古
利
益
は
な
い
。
執
る
に
特
別
践
徴
で
位
、
時
別
の
筒
人
的
制
盆

が
明
に
測
定
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
・
之
が
賦
課
の
謀
略
を
成
す
と
い
ひ
、

2
タ
1
町
、
特
別
枕
は
通
例
、
他
自
殺
と
同
-
目
標
準
の
上
に
識

せ
ら
れ
、
収
入
山
支
出
島
、
り
し
て
生

F
べ
を
傭
人
的
利
益
主
交
渉
な

L
K
い
ふ
て
尉
る
d

第
二
段

目
的
税
の
長
短

以
上
の
内
容
本
質
を
有
つ
に
目
的
税
に
は
如
何
な
る
長
所
品
川
所
あ
bJ
ゃ。

会
瞳
上
仁
は
短
所
重
し
ご
し
て
否
定

に
導

ν
て
は
居
る
が
、
併
し
何
程
か
長
所
も
め
っ

τ、
例
外
的
に
は
其
存
在
理
由
を
威
し
符
る
。
主
(
長
短
は
友
の

(ー)如
目(
的 で
枕 あ
0) る
忽 o

所

都

税

プミ

第
二
十
七
巻

"-J、

論

鍛

税

前

日

自句

Eheberg. a. a. O. S. 179・Schmidt，a. a. Q. S. 22. 

Seligman. 1. c. p. 416. Hunter， 1. C. 180-181. 
24) 

25) 

、'.'・、"



…_._--------一一一山一一--_...一一一一一一一一一一一~

lI> 

棋

，、
同

第
ニ
十
七
巻

.、q
J
F
"
 

識

目

自司

事監

論

論

的
別
政
又
は
珠
算
統
一
の
理
鶴
に
反
す
る
こ
古
|
|
近
代
の
財
政
は
統
一
を
理
想
ご
す
る
。
特
別
曾
計
等

ωや

う
に
一
般
曾
計
よ
り
分
別
し
た
る
勘
定
を
有
?
』
ご
は
努
め
て
避
〈
〈
し
ご
す
る
所
で
ゐ
る
。
目
的
税
は
や
が
て

特
別
曾
計
ご
な

b
て
、
此
浬
想
に
反
す
る
古
い
ふ
故
知
を
有
っ
。
そ

L
て
共
の
特
別
曾
計
、
叉
は
財
政
不
統
一
正

い
ふ
こ
ご
の
侠
結
の
第
一
は
.
此
場
合
・
各
の
経
費
に
過
賞
の
大
き
を
奥
ふ
る
こ
ご
の
由
来
ぬ
古
い
ム
ニ
さ
で
ゐ

る
。
各
別
の
合
計
を
有
つ
ご
き
に
、
或
行
政
は
十
分
な
る
財
源
を
有
つ
の
に
、
他
の
之
よ
b
も
重
要
な
る
行
政
が

財
源
不
十
分
の
銭
的
に
不
満
足
な
る
施
設

L
か
出
来
的
制
正
い
ふ

-
-
Z
が
生
宇
品
。
之
に
反
し
牧
支
を
凡
ぺ

t
統
一

し
て
曾
計
す
る
ご
き
に
、

即
ち
一
般
税
ご
し
て
一
般
曾
計
に
牧
入
し
て
凡
ぺ
て
の
経
費
に
充
つ
る
芭
き
に
、
各
経

費
の
経
費
緩
急
を
計
っ
て
適
切
に
支
出
{
得
る
こ
正
に
な
る
。
第
一
一
の
侠
貼
は
特
別
府
日
計
的
管
理
の
斜
め
に
特
別

の
勢
費
を
要
し
、
特
別
の
監
督
を
要
す
る
ご
い
ふ
こ

Z
で
ゐ
る
。

一
般
税
随
っ
て
一
般
曾
計
の
み
で
憐
む
場
合
に

は
此
不
利
は
な
い
。
そ
し
て
此
等
の
特
別
税

ω不
刺
ご
い
ふ
こ

Z
は
地
方
の
場
合
に
は
園
の
場
合
よ
り
も
軽
〈

(
位
二
千
且
)
、
特
別
税

ωゐ
ま
り
多
数
仁
上
ら
ぬ
場
令
に
も
軽
く
て
糠
み
得
る
(
註
二
大
)
。

十一一一一

ピ
ヲ
シ
ス
キ
ー
は
、
目
的
桔
に
謝
す
る
一
白
非
難
は
、
決
算
制
区
白
子
山
宮
た
る
舘
雑
及
行
政
同
盟
結
U
1

い
ふ
こ
と
だ
が
、
此
は
地
方
幽

幅
四

倍
が
大
け
れ
ば
大
い
ほ
E
一
一
昨
多
〈
感
ぜ
ら
る
L

乙
止
で
あ
り
、
岡
家
財
政
に
於
て
最
多
〈
邸
ぜ
ら
る
・
と
借
す
。

(
位
二
五
)

(
駐
ニ
穴
)

ロ
ウ
ア
オ
ゴ
位
、
大
な
る
厄
介
及
費
用
封
、
#
箇
別
的
自
非
常
に
路
山
由
レ
ー
ト
白
謀
枯
に
よ
り
て
招
か
れ
る
と
い
ふ
凶

(B) 
還
ま
れ
1: 
る

目
的
税
タト
0) 

税

即
も
一
般
枕
に
於
り
る
牧
納
妖
践
を
不
良
な
ら

L
U
る
傾
あ
る
こ
吉
、
ー
ー

Bilinski， Die Gem.eindebesteuerung und deren Reform. S. 251目
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一
方
、
目
的
税
其
も
の
に
て
は
後
に
も
い
ふ
如
く
、
人
が
税
収
入
の
使
途
に
考
へ
て
之
を
理
解
L
進
ん
で
出
す
こ

芭
、
な

h
牧
納
紋
践
を
良
く
す
る
芭
い
Y

ふ
-
』
芭
は
あ
る
が
、

併
し
反
面
に
之
が
反
動
ご
し

τ、
一
般
税
仁
於
て
其

れ

rけ
出
し
溢
ら
し
む
る
芭
い
ふ
・
』
芭
が
あ
h'
得
る
。

川
目
的
枕
牧
入
の
使
途
目
的
芭
課
税
物
件
芭
の
聞
に
関
係
な
き
牧
入
枕

ω場
合
に
理
由
づ
け
の
難
き
も
の
あ
る

こ
正
|
|
目
的
税
が
会
盆
税
た
る
正
き
に
は
業
使
途
目
的
Z
課
徴
目
的
Z
閥
係
あ
る
-
』
Z
が
ゐ

b
・
目
的
税
が
牧

入
税
た
る
芭
き
に
も
其
使
途
目
的
正
課
税
物
件
ご
の
聞
に
閥
係
あ
る
ニ

Z
が
あ
る
。
然
る
ご
き
は
之
を
理
由
づ
け

る
こ
己
が
容
易
で
ゐ
る
が
、
目
的
税
が
牧
入
税
で
あ
h
、
而
か
も
其
課
税
物
件
芭
使
途
目
的
ご
闘
係
な
き
己
主
の

如
き
ド
は
之
を
理
由
つ
り
る
こ

Z
は
難
い
。
円
的
税
が
一
の
税
Z
'し
て
は
箪
に
能
カ
原
則
に
依
れ
ば
足
る
ご
も
い

へ
る
が
、
其
れ
な
れ
ば
其
枚
入
を
庚
〈
一
般
の
使
途
に
向
け
る
の
が
至
賞
で
あ
る
。
之
が
枚
入
を
特
に
特
定
支
出

に
向
〈
る
ご
い
ふ
以
上
は
、
共
課
税
物
件
芭
使
途
己
の
間
に
何
等
か
の
関
係
漣
絡
が
あ
る
の
で
な
く
て
は
物
足
h

な
い
。
此
意
味
に
於

τ例
之
、
英
国
ゆ
レ

1
ト
中
で
、
救
貧
、
衛
生
・
閉
苧
校
に
充
つ
る
も
の
、
如
き
は
其
課
税
物

件
の
不
動
産
政
盆
己
封
照
し
て
、
此
閥
係
を
見
出
す
こ
吉
が
由
来
十
、
趨
宮
な
る
方
法
Z
い
ふ
を
得
品
目
(
誌
ニ
七
)
O

(
註
ニ
七
)

ワ
グ
ナ
ー
は
、
英
闘
の
レ
ー
ト
を
批
評
し
て
、
比
百
地
方
耽
白
金
普
及
特
に
重
な
る
使
用
目
的
自
ニ
ニ
一
白
も
の
、
例
之
、
特
に
救
貧
術

生
血
中
校
、
-
部
は
克
誼
の
斜
め
の
も
の
に
於
て
矛
盾
す
る
o

人
は
此
申
如
き
主
と
し
て
一
般
的
な
る
、
共
効
果
に
於
て
不
可
別
的
に
凡
て
白
人
及

凡
べ
て
の
財
鹿
に
制
笹
と
な
る
闘
の
紐
費
を
、
専
ら
一
白
及
金
〈
一
四
此
の
如
き
枕
に
よ
り
て
克
た
す
ζ

と
は
出
掃
な
い
、
主
充
た
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
ひ
、
シ
ル
ラ
九
も
、
歌
育
的
錦
め
の
レ
ー
ト
由
如
き
新
し
い

ν

!
ト
は
、
不
動
政
所
事
者
を
其
不
動
産
に
比
例
し
た
度
舎
に
て
刺
盆
す

論

接

Z量

第
二
十
七
巻

第
一
一
揖

宍
五

目

的

論

六
五

a
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第
二
十
七
巻

占，、
プ"

第

都

占，、
山，、

議

枇

論

論

目

自甘

る
こ
と
は
山
車
な
い
。
此
討
に
於
て
不
公
平
と
さ
れ
得
る
と
伐
し
、

M

ワ
フ
オ
ゴ
も
、
救
食
、
数
宵
、
静
察
帥
甲
山
一
費
用
か
ら
、
各
地
方
軸
納
稔
者

に
且
ず
る
利
益
を
計
算
す
る
こ
と
は
出
車
な
い
と
い
り
、
オ
メ
1
ラ
も
、
地
方
祉
の
謀
せ
、
b
る
与
所
以
の
救
貧
道
路
の
怯
築
、
犯
蔀
の
班
防

A

制
栽
、
下
水

A
市
街
生
刈
則
比
他
心
諸
組
内
告
柾
拍
世
心
得
め
に
仙
は
札
た
る
貨
怖
は
、
明
か
に
随
海
軍
又
は
内
同
行
政
白
川
泊
め
に
す
る
間
投
と

同

E
だ
け
、
闘
の
政
治
、
一
昨
合
、
組
消
上
山
完
全
に
於
て
酬
を
靴
持
す
る
ζ

と
に
必
裂
だ
と
伺

L
、
仰
オ
メ

1
ヲ
に
悼
る
の
に
、
一
凡
九
二
年
サ

1
4リ
1
脚
が
、
救
貧
、
貧
民
歌
山

z
t
H凶
暴
べ
て
の
山
刊
の
持
し
〈
貢
献
す
べ
き
4
刊
で
あ
り
、
何
敢
に
、
岡
崎
「
切
断
書
出
品

7
此
義
務

を
免
れ
て
、
土
地
U
A
家
起
を
占
有

L
Xは
師
同
市
す
る
憐
れ
む
ベ
き
隣
人
に

ω
み
任
か
す
べ
き
か
に
叫
巾
な
し
と
い
ふ
た
。

一
一
目
的
税
の
長
所

的
枕
牧
入
ご
経
費
ご
の
量
額
の
調
節
を
良
〈
L
得
る
こ
芭

け
経
費

ω量
額

ω可
動
的
な
る
に
池
し
得
る
こ
さ

|
l
或
経
費
は
必
す

L
も
何
れ
た
り
必
要
ご
い
ふ
こ
正
な

〈
、
可
な
り
大
な
皮
に
於
て
属
仲
自
在
な
ゐ
こ
己
が
例
外
的
に
は
め
ら
得
品
。
そ
し
て
枕
に
よ
h
て
は
特
に
ぬ
盆

枕
の
如
き
に
は
股
額

ω不
定
な
る
が
あ
り
・
此
山
り
如
き
も
の
仁

τ前
に
い
ふ
や
う
な
経
費
仁
充
う
る
こ
ピ
は
恰
か

も
相
膳

L
て
居
る
さ
い
ふ
-
}
ご
が
出
来
る
o

川
使
用
目
的
に
必
要
な
る
に
げ
を
限
hJ
て
充
常
し
得
る
一
』

JE--
一
一
般
税

r
z使
用
目
的
な
き
に
拘
ら
や
牧

納
す
る
ニ
己
、
な
h
得
る
不
都
合
が
ゐ
る
の
に
、
目
的
税

rε
一
定
目
的
を
定
め
て
、
此
に
必
要
な
る
だ
け
を
取

}一一一一(ー

h
、
共
必
要
を
越
へ
て
は
取
ら
泊
や
う
に
事
制
す
る
こ
ご
が
容
易
で
あ
ち
、
随
ふ
て
無
用
の
支
出
を
せ
守
、
無
盆

に
税
を
取
ら
凶
ご
い
ふ
こ
ご
が
出
来
得
る
へ
註
二
八
)
。

Wagner， a. a. O. S. 361. Shhτas. PLLblic自nance.p・446.Row. Fogo. 1. 
c. p-3金9.0・meara，1ιp. 36. 45. 
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V

ユ
ミ
ッ
ト
は
、
枕
壮
入
白
目
的
制
限
白
結
県
は
何
か
と
い
ふ
と
、
一
古
来
、
粧
が
措
定
さ
れ
た
目
的
空
お
め
に
必
要
な
る
よ
り
は
畠

t

を
収
納
す
る
を
彊
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
草
川
宜
で
あ
う
て
、
此
に
て
は
、
徴
収
白
期
間

A
枕
串
空
両
さ
と
も
に
、
目
的
に
よ
り
て
制
限
せ
ら
る

L
U

法
律
上
揃
定
さ
れ
た
る
行
政
職
分
自
伺
め
に
必
要
な
る
よ
り
は
よ
り
多
(
が
徴
牝
き
れ
な
い
。
然
る
に
其
牧
入
白
泊
め
に
法
律
上
の
目
的
拘

束
な
き
曲
目
、
自
動
的
に
挺
に
徴
唯
せ
ら
れ
る
こ
と
込
な
る
。
其
の
前
初
の
協
賛
に
闘
係
あ
っ
た
岡
家
任
務
が
既
に
目
的
の
な
{
な
っ
た
、
と
き
に

当一

も
、
倫
ほ
徴
牧
せ
ら
る
ミ
と
い
ふ
。

(
位
二
八
)

町
枕
の
理
由
づ
り
の
強
き
を
得
る
場
合
め
る
こ

Z
I
-
-

(
け
税

ω賦
課
目
的
Z
使
用
目
的
己
の
間
に
性
質
上
の
闘
係
あ
る
場
令

l
ー
に
は
税
の
理
由
附
が
強
〈
な
り
、

然
る
己
き
に
は
、
之
か
新
し
き
設
定
も
容
劫
に
行
は
れ
(
詰
ニ
在
、
之
が
存
綴
中
に
も
、
人
を
し
て
此
枕
に
つ
き
理

解
を
持
た
し
め
て
牧
納
を
良
好
古
す
る
-
』
吉
、
な
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
M
F
‘
方
便
世
阿
名
と
す
る
い
山

k
(費
訟
を
明
示
せ
ぬ
ζ

と
)
は
、
新

L
き
行
政
任
務
が
柑
訓
し
た
る
方
便
の
閥
謹
に
係
ら
し

め
ら
る
誌
と
き
に
、
常
に
取
ら
る
h

と
い
ふ
の
は
哨
少
し
(
い
H
V

描

f
r
は
あ
る
が
、
-
の
陶
酔
班
を
合
品
、
僻
A
U
H

、
目
的
枯
・
と
せ
ぬ
ま
て
も
、
新

し
き
枕
を
起
す
と
き
に
は
、
之
監
何
に
使
ふ
か
を
い
ふ
て
行
ふ
申
が
掛
鍍
で
あ
る
。
其
使
途
白
有
量
な
る
こ
と
を
酬
解
せ
し
め
る
叫
が
得
策
て
あ

(
陸
ニ
丸
)

る
。
目
的
税
と
な
れ
ば
此
邸
に
は
一
層
良
い
。

ハ
川
税
の
使
用
目
的
Z
課
税
物
件
Z
ω
間
仁
性
質
上
の
関
係
ゐ
る
場
令
|
|
仁
も
同
じ
で
あ
る
。
例
之
、
道
路

修
築
費
を
車
か
ら
取
る
枕
の
如
き
(
註
=
一
O
)
、
兵
役
免
役
者
よ
h
取
り
た
る
枕
枚
入
に
て
貧
困
軍
人

ω救
済
に
充
つ

る
も
の
、
如
き
ま
三
こ
、
土
地
増
田
園
稔
投
入
に
て
都
市
計
室
事
業
を
仔
ム
が
如
き
(
誌
三
二
)
、

一
般
山
羊
に
謝
す
る

諭

叢

軍監

第
二
十
七
巻

式
七

都

競

，、
七

目

的

歯

Schmidt， a. a. O. S. 22・

Schmidt， a. a. O. S. 21. 
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愉

議

第
二
十
七
巻

J、
J、

~. ，、
A 

積

第

班

白骨

論

目

税
枚
入
に
て
特
に
保
護
を
要
す
る
牡
山
羊
の
保
存
費
に
充
つ
る
が
如
き
(
註
一
ニ
三
)
で
ゐ
る
。

(
桂
三

O
)

前
出
註
六
歩
摘
。

(
位
五
回
}

前
出
註
ニ
O
歩問。

(陸一-三)
都
市
計
監
事
識
を
行
へ
は
、
や
が
て
土
地
白
冊
値
を
噌
加
す
る
か
ら
、
之
が
課
税
鞠
刊
と
使
途
と
に
腕
係
あ
り
と
も
い
は
れ
得
る
。

-
|
け
れ

rも
英
倒
白
や
う
に
不
動
産
に
封
ナ
る
純
常
的
な
る
轟
帳
輸
を
目
的
踊
と
ナ
る
白
に
は
原
則
上
に
異
論
量
生
じ
得
る
。
た
ピ
地
方
費

中
、
交
泊
土
本
闘
冊
費
だ
け
は
、
不
動
産
白
之
に
よ
り
受
{
る
刺
害
が
明
か
な
の
だ

h
b
、
柏
田
使
用
目
的
k
蹄
枕
鞠
件
と
の
闘
係
と
い
ふ
動
か

ら
し
て
は
、
此
費
用
の
需
品
に
臨
物
件
に
て
目
的
拾
を
作
る
ζ

と
が
成
皮
ま
で
静
瀧
さ
れ
得
る
。
之
に
つ
豊
シ
ル
ラ
ス
も
、
宥
桂
な
る
レ
l

b
は

地
凶
内
O
不
励
躍
の
持
主
を
利
益
す

4
t企
て
ら
お
作
る
。
街
路
、
動
燈
、
骨
附
等
の
粧
品
調
は
、
不
動
虚
の
債
値
を
柑
加
す
る
ζ

K

L
な
る
。
故
に

不
瑚
産
自
伺
値
に
比
例
し
て
、
拍
か
杵
た
る
出
費
に
貢
献
せ
し
む
る
こ
と
は
、
所
有
者
に
限
切
て
値
不
品
平
て
な
い
と
い
ひ
、
オ
メ

1
一
ヲ
も
、
不

励
障
が
地
方
回
レ
『
ト
よ
り
ゅ
支
出
か
ら
倒
値
を
噌
加
す
る
地
方
財
産
だ
と
い
ふ
と
之
は
、
其
支
出
が
特
定
り
も
の

ι闘
す
る
だ
け
に
て
白
品
正

し
と
い
ふ
叫

(陸===)
普
魯
阿
に
て
今
日
、
市
町
村
訟
と
し
て
牡
山
羊
保
存
費
寛
足
白
泊
め
の
山
羊
枕
が
侍
さ
れ
る
叫

C
税
牧
入
仁
謝
す
る
民
衆
の
監
楓
を
一
屠
厳
正
な
ら
し
む
る
ニ

Z
1
1目
的
税
ご
し
て
一
一
枕
の
枚
入
が
特
定
の

使
途
を
持
っ
さ
き
に
、
共
が
巣
し
て
良
〈
其
目
的
通
b
に
使
は
れ
て
居
る
か
に
つ
き
て
の
人
々
の
注
意
を
鋭
敏
な

ら
し
め
て
、
其
使
用
の
公
正
に
行
は
晶
、
こ
芭
に
慌
が
す
ご
い
ふ
こ
己
が
め
る
(
註
三
回
)
。

(
位
三
回
)

シ
品
、
、
、
ッ
ト
位
、
吾
入
は
曲
収
入
自
目
的
制
臨
に
於
て
、
肱
入
侠
周
回
保
置
を
留
め
な
〈
て
日
な
ら
ぬ
と
い
ふ
匂

Shirras， 1. c. p目 446.0・meara.J. c. p. 44・
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IIno 

以
上
要
之
、
目
的
殺
に
は
特
殊
の
説
明
を
奥
へ
た
人
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
抵
の
人
は
、
車
に
之
を
特
定
の
経

授
に
充
蛍
す
る
税
さ
し
て
腐
る
。
共
は
形
式
的
に
も
賞
質
的
に
も
公
盆
枕
ぜ
混
同
苫
る
う
』
正
が
あ
る
が
、
此
ぜ

は
閥
係
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
亦
た
匝
別
す
ぺ
き
所
以
の
も
の
も
あ
る
o

勿
論
此
は
一
の
税
己
匁
す
吋
〈
、
税
外
牧

入
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
此
に
利
害
が
ゐ
b
長
一
知
が
ゐ
h
，
士
、
簡
単
に
之
を
否
定
す
る
こ
己
は
出
来
な
い
が
、
其

に
重
大
な
る
根
本
的
の
侠
貼
も
あ
る
か
ら
・
原
則
ご
し

τは
む
し
ろ
糊
め
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
其
れ
に
長
所
も

ゐ
る
の
た
か
ら
之
を
利
用
す
る
潟
め
仁
、
何
等
か
の
根
披
ゐ
る
限
・
り
、
例
外
ご
し
て
は
認
め
て
良
〈
、
我
邦
じ
て

も
工
夫
し
た
ら
、
通
切
な
る
目
的
枕
が
も
っ
吉
見
出
せ
泊
こ
ご
は
あ
る
ま
い
。

前

第
二
十
七
巻

都

競

，、
ブL

積

歯

，、
ブL

議

白
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